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証券コード　1726
平成21年６月10日

株 主 各 位
広島市東区光町二丁目６番 31号

株式会社ビーアールホールディングス
代表取締役社長 藤 田 公 康

第７回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたし
ますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類
をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示いただき、平成21年６月24日（水曜日）午後５時30分まで
に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　　　時 平成21年６月25日（木曜日）午前10時
２．場　　　所 広島市東区光町二丁目７番31号

ホテルチューリッヒ東方２００１　　　 　
３階　レオポルト
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第７期（平成20年４月１日から平成21年

３月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第７期（平成20年４月１日から平成21年
３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項  
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案　取締役３名選任の件
第３号議案　補欠監査役２名選任の件
  
  

以　上


　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類およ
び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（アドレス　http://www.brhd.co.jp）に掲載させていた
だきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、前半におい
ては、原油高による原材料価格の高騰による物価上昇、
後半にかけては、原油価格等の高騰は一段落したもの
の、米国に端を発した金融市場の世界的混乱が実体経
済へと波及し、その影響が欧州・アジアへと拡大する
など、世界経済の失速感が急速に強まりました。国内
経済も、企業収益の大幅な減少や急速な減産により雇
用情勢が悪化するなど、景気の減速感・停滞感が一層
強まり、先行きについても深刻感が懸念され、これま
でに経験したことのない厳しい経済環境となりました。
　一方、建設業界におきましては、市場縮小、設計単
価下落、競争激化に加え、金融不安と信用収縮の影響
で不動産市況の悪化が進み、ゼネコン、マンションデ
ベロッパーの破綻が続くなど、厳しい事業環境の中で
推移してまいりました。
　当社グループの主力事業であります橋梁土木工事に
おきましては、一時の低価格化は改善され、落札価格
の正常化が進みましたが、国・地方ともに財政状況は
極めて厳しく、公共事業費は前年割れが続いており、
受注高も鈍化傾向で推移し、引き続き厳しい経営環境
となりました。
　こうした外部環境の変動の激しい中、当社グループ
は「Ｂｒ.ＨＤグループ企業拡大方針」を基本方針とし、
「利益の出るコスト構造への変革、売上増加に頼らな
い収益改善」に向けた、緊急施策および経営改善施策
にグループ会社の総力を結集して取り組んでまいりま
した。
　この取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は222
億27百万円（前連結会計年度比0.1％増）、営業利益が
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１億91百万円（前連結会計年度　営業損失19億72百万
円）、経常利益は１億56百万円（前連結会計年度　経
常損失19億７百万円）、当期純利益は１億13百万円（前
連結会計年度　当期純損失18億82百万円）の増収、大
幅な増益となり、営業利益、経常利益は３期連続の赤
字、当期純利益は４期連続の赤字から、黒字回復を果
たすことができました。
　事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであ
ります。なお、金額にはセグメント間取引を含めてお
ります。
【建設事業】
　建設事業におきましては、公共事業の引き続きの縮
小および受注競争激化が続いておりますが、落札率の
正常化および不採算工事の減少により、当連結会計年
度の受注高は223億81百万円（前年同期比21.1％減、但
し、前期受注高から東日本コンクリート㈱の株式交換
時繰越工事高を控除すると2.2％減）、売上高は200億
32百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は８億12百
万円（前年同期 営業損失12億81百万円）となりました。
【製品販売事業】
  製品販売事業におきましても、その対象は建設業界
であり、依然厳しい状況が続いております。当連結会
計年度の受注高は18億49百万円（前年同期比11.8％減）、
売上高は22億２百万円（前年同期比14.3％減）、営業
利益は65百万円（前年同期 営業損失１億40百万円）と
なりました。
【情報システム事業】
  当事業の主な事業内容であるシステム販売では、主
製品である「建設業総合管理システム」の市場が土木・
建設業界であり、また、国内経済の大幅な不況により
ＩＴ投資が抑制され、大変厳しい状況が続いておりま
す。当連結会計年度の売上高は２億74百万円（前年同
期比34.9％減）、営業損失は39百万円（前年同期 営業
損失37百万円）となりました。
【不動産賃貸事業】
  当事業は当社保有の極東ビルディングにおいて、事
務所賃貸ならびに一般店舗・住宅の賃貸管理のほか、
グループ会社の拠点として、当社が一括して賃借した
事務所を各グループ会社に賃貸しており、安定した売
上高を計上しております。当連結会計年度の売上高は

－ 3 －



2009/05/26 18:05:42 ／ 08538196_株式会社ビーアールホールディングス_招集

１億83百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益は１億
13百万円（前年同期比28.5％増）となりました。

（事業の種類別セグメントの売上高推移）
 （単位：百万円）

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

平成19年度 平成20年度 前期比増減

構成比 構成比 増減率

％ ％ ％

建 設 事 業 19,596 88.2 20,032 90.1 436 2.2

製品販売事業 2,353 10.6 1,974 8.9 △379 △16.1

情報システム事業 192 0.9 152 0.7 △40 △20.8

不動産賃貸事業 67 0.3 67 0.3 △0 △0.0

合 計 22,210 100.0 22,227 100.0 17 0.1

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施した企業集団の設備投
資の総額は２億５百万円であり、主なものは次のとお
りであります。なお、設備投資資金については、すべ
て自己資金によっております。

　　　建設事業　　　桁吊装置（２台）　　    35百万円

　　　　〃　　　　　橋形クレーン（２基）    67百万円

　　　製品販売事業  枕木型枠　　　　　　    11百万円

　　 ソフトウェア  KPRシステム開発　　   　18百万円

③　資金調達の状況

　当連結会計年度においては、コミットメントライン
の設定等による資金調達を行っております。期末の借
入金残高は、短期借入金25億63百万円と１年以内返済
予定の長期借入金２億59百万円および長期借入金４億
80百万円のあわせて33億３百万円であります。また、
社債５億円であります。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

 （単位：百万円）

区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
平成20年度 
（当連結会計年度）

受 注 高
25,559
(18,447)

19,733
 

31,078
(25,412)

24,681
 

売 上 高 20,120 19,543 22,210 22,227

経常利益又は経
常 損 失 （ △ ）

△552 △1,068 △1,907 156

当期純利益又は
当期純損失(△)

△920 △1,184 △1,882 113

１株当たり当期
純利益又は１株
当たり当期純損
失 ( △ )

△125円97銭 △163円68銭 △233円65銭 13円66銭

総 資 産 14,814 14,976 16,514 18,299

純 資 産 3,673 2,471 789 823

 （注1）平成18年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）およ
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適
用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）
を適用しております。

 （注2）平成17年度、平成19年度の受注高の（　）内は、それぞれ子
会社の興和コンクリート(株)、東日本コンクリート(株)の繰
越工事高を除いた数値であります。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

　当社には親会社はありません。

②　重要な子会社の状況

名 称 資 本 金
当 社 の
出資比率

主要な事業内容

極 東 興 和 株 式 会 社 100百万円 100％ 土木建築業

東日本コンクリート株式会社 100 100 土木建築業

極 東 テ ク ノ 株 式 会 社 90 100 土木建築業

キョクトウ高宮株式会社 100 100 コンクリート製品製造

ケイ・エヌ情報システム株式会社 50 80 情報システム業務

豊 工 業 株 式 会 社 10 100 土木建築業
株式会社ビーアールイン
タ ー ナ シ ョ ナ ル

10 60
ベトナムおよび海外企
業への出資

株 式 会 社 構 造 テ ク ノ 50 －
ＰＣおよびＰＣ構造物
の設計・施工

 （注1）平成20年４月1日付にて、極東工業㈱と興和コンクリート㈱は、
極東工業㈱を存続会社とする吸収合併を行い、極東興和㈱と
なっております。なお、この合併に際しての新株式の発行お
よび資本金の増加はありません。

 （注2）㈱構造テクノは、東日本コンクリート㈱の100％子会社であ
ります。
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(4) 対処すべき課題

　今後のわが国経済は、企業収益の大幅な減少や主要製
造業の急速な減産による雇用情勢の悪化に対して、政府
による緊急経済対策が実施されることが発表されており
ますが、当面、現在の厳しい経済、金融状況が続くもの
と想定しております。

　グループの主力事業であります橋梁土木工事において
は、政府の景気対策による公共事業費の前倒し発注が見
込まれるものの、政府や地方自治体の公共事業投資はさ
らに減少することが予想され、なおも厳しい受注環境が
見込まれます。
　一方、平成20年４月に実施されました、国土交通省の
低入札調査基準価格の見直しにより、落札率は確実に上
昇してまいりました。また、平成21年４月に国土交通省
が２年連続で低入札調査基準価格の引き上げを実施し、
落札価格が２％程度引き上げられることが予想されてお
ります。国土交通省は同様の施策を各自治体にも要請し
ており、自治体の落札率も今後改善される見通しであり
ます。
　これらの施策とともに、技術提案を重視する総合評価
制度による入札がますます増加してまいりました。当連
結会計年度におきましては、当社グループで総合評価制
度の応札による逆転落札（技術評点が他社を上回り、入
札価格が他社より高いにも関わらず落札が決定した案件）
が40億57百万円と前連結会計年度と比べ23億77百万円増
加し、今後各自治体においても総合評価制度が定着する
ことから、次期受注工事においては利益の改善が見込ま
れます。

　当社グループは、引き続きグループ各社の全国的な営
業戦略、技術提案力の強化、施工、生産体制の調整を行
い、経営戦略の迅速化、効率化を図ります。

(5) 主要な事業内容（平成21年３月31日現在）

　当社の企業集団は、当社を持株会社とする子会社８社
で構成され、橋梁を中心とするプレストレストコンクリー
ト工事を専門分野とする建設事業を主な事業とし、製品
販売事業としてコンクリート二次製品の製造販売、情報
システム事業として情報処理、ソフトウェア開発等を展
開しております。
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(6) 主要な営業所および工場（平成21年３月31日現在）

当 社 本社 広島市東区光町二丁目６番31号

極東興和株式会社

本社 広島市東区光町二丁目６番31号

支店
東京(北区)、名古屋、大阪、広島、四
国(高知市)、松江（島根県）、福岡

工場 静岡、江津（島根県）、大分

東日本コンクリート
株式会社

本社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番30
号（宮城林産ビル）

工場 亘理（宮城県）

極東テクノ株式会社
本社 広島市東区光町二丁目６番31号

支店 福岡

キョクトウ高宮
株式会社

本社 広島市東区光町二丁目６番31号

工場 高宮(広島県)

ケイ・エヌ情報シ
ステム株式会社

本社
広島市南区稲荷町２番16号
稲荷町第一生命ビル10Ｆ

支店 東京(品川区)

豊工業株式会社 本社
大分県大分市大字上戸次字長川原3604
－17

株式会社ビーアール

インターナショナル
本社

東京都北区滝野川七丁目２番13号ベル
テックス

株式会社構造テクノ 本社
仙台市青葉区中央一丁目６番３０号
（宮城林産ビル）

（注）極東興和㈱は、平成20年４月１日付けで極東工業㈱を存続会社として

興和コンクリート㈱を吸収合併したものです。

(7) 使用人の状況（平成21年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事業部門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

建 設 事 業 382名 42名減

製品販売事業 42名 1名減

情報システム事業 42名 5名増

全社(共通） 48名 2名減

合 計 514名 40名減

（注1）使用人数は就業員数であります。

（注2）不動産賃貸事業につきましては、管理を外部委託しているため就業

者はおりません。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

10名 2名減 49.9歳 3.4年
（注）使用人数は就業員数であります。
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(8) 主要な借入先の状況（平成21年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 954百万円

株 式 会 社 広 島 銀 行 1,148

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 761

株 式 会 社 も み じ 銀 行 252

株 式 会 社 山 口 銀 行 100

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成21年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 30,000,000株

②　発行済株式の総数 8,620,000株

③　株主数 896名

④　発行済株式の総数の10分の１以上の数の株式を保

有する株主

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 出 資 比 率

トウショウ産業株式会社 1,300千株 15.78％

（注）出資比率は自己株式（384,588株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況（平成21年３月31日現在）

当社役員が保有している新株予約権はありません。

 

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に

対し交付した新株予約権の状況

当事業年度中に交付した新株予約権はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況(平成21年３月31日現在)

会社における地位 氏 名 担当及び他の法人等の代表状況等

代表取締役社長 藤 田 公 康

取 締 役 長 寿 良 市 極東興和株式会社　常務取締役

取 締 役 長谷部 正 和 極東興和株式会社　代表取締役社長

取 締 役 佐 藤 　 仁 極東興和株式会社　常務取締役

取 締 役 小 倉 迪 郎
東日本コンクリート株式会社
代表取締役社長

常 勤 監 査 役 谷 浦 正 剛

監 査 役 青 砥 　 悟 公認会計士

監 査 役 小 田 清 和 弁護士

（注１）監査役青砥　悟氏および監査役小田清和氏は、社外監査役であります。

（注２）小倉迪郎氏は、平成20年６月26日の第６回定時株主総会において、新

たに選任された取締役であります。

（注３）当事業年度に係る役員の重要な兼職状況は、以下のとおりであります。

     ・取締役長谷部正和氏、佐藤　仁氏および長寿良市氏は、極東興和

株式会社の取締役を兼務しております。

     ・取締役小倉迪郎氏、佐藤　仁氏および長寿良市氏は、東日本コン

クリート株式会社の取締役を兼務しております。

（注４）監査役青砥　悟氏は、以下のとおり、財務および会計に関る相当程度

の知見を有しております。

     ・監査役青砥　悟氏は、公認会計士の資格を有しております。

 

②　事業年度中に退任した取締役および監査役

　第６回定時株主総会（平成20年６月26日開催）の

終結の日の翌日以降に在任していた役員で当事業年

度中に退任した者はおりません。
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③　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

3名
(0)

46百万円
(0)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3
(2)

10
(2)

合 計 6 56

（注1）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

れておりません。

（注2）取締役の報酬限度額は、平成14年６月26日開催の株主総会にお

いて年額96百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）

と決議いただいております。

（注3）監査役の報酬限度額は、平成14年６月26日開催の株主総会にお

いて年額48百万円以内と決議いただいております。

（注4）取締役の期末現在の人員は５名であります。支給人数との相違

は無報酬の非常勤取締役２名によるものであります。

 

④　社外役員に関する事項

イ．他の会社との兼任状況および当社と当該他の会

社との関係

・社外監査役青砥　悟氏は、他社の役員を兼務し

ておりません。

・社外監査役小田清和氏は、株式会社アンフィニ

広島の監査役を兼務しております。なお、当社

は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関

係はありません。

ロ．他の会社の社外役員の兼任状況

・取締役全員は、他の会社の社外取締役ではあり

ません。
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ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（21回開催） 監査役会（８回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

監 査 役 青 砥 　 悟 21回 100％ 8回 100％

監 査 役 小 田 清 和 21 100 8 100 

・取締役会および監査役会における発言状況

　監査役青砥　悟氏は、主に公認会計士の見地

から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言、ならび

に内部統制システムの構築にあたり助言・提言

を行っております。また、監査役会において、

当社の内部統制システム、経理および財務につ

いて適宜、必要な発言を行なっております。

　監査役小田清和氏は、主に弁護士の見地から

意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当

性・適法性を確保するための助言・提言を行っ

ております。また、監査役会において、内部監

査について適宜、必要な発言を行なっておりま

す。

(4) 会計監査人の状況

①　名称 監査法人トーマツ

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 40百万円

当社および子会社が会計監査人に支払う
べき金銭その他の財産上の利益の合計額

40

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく

監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に

区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度

に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
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③　非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して内部統制に関する指

導、助言業務についての対価を支払っております。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障があ

る場合等、その必要があると判断した場合は、監査

役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求

に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主

総会の会議の目的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項

各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

その事実に基づき会計監査人の解任または不再任の

検討を行い、解任または不再任が妥当と判断したと

きは、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選

定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理

由を報告いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制その他会社の業務の適正を確

保するための体制についての決定内容の概要は以下の

とおりであります。

①　取締役･使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するための体制

　当社のコンプライアンス体制は、企業倫理の確立

と遵守に関する社会的要請に対応し、株主をはじめ

とするステークホルダーとの信頼関係をさらに拡大

していくために、今後の企業活動にとって必要不可

欠なものであるとの経営トップ自らの強い認識と判

断により、Ｂｒ.ＨＤ行動基準を定める。また、コ
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ンプライアンス体制の維持・向上を図り、全体を統

括する組織として、社長を委員長とする「倫理委員

会」を設置する。さらに、コンプライアンス体制の

維持・向上を図るため下記の事項を推進するものと

する。

(イ)コンプライアンス体制の整備

(ロ)内部監査部門として執行部門から独立した監査

部署を置き、コンプライアンスの統括部署を管理

本部に置く。

(ハ)取締役は、コンプライアンス案件を発見した時

には、速やかに監査役に報告し、経営会議にも報

告する。

(ニ)コンプライアンス案件に対する社内通報システ

ムを整備し、規程に基づき適切に運用する。

(ホ)監査役は、コンプライアンス体制や運用に問題

があれば意見を述べ改善を求める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制

　取締役の職務執行に係わる情報については、文書

規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた

期間、検索性の高い状況で閲覧可能な状態を維持す

る。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、当社の業務執行に係わるリスクを認識し、

その把握・管理について責任者を定め速やかに対応

するものとする。不測の事態が発生した場合には、

社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、

損害の拡大を防止する体制を整えるものとする。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制として、取締役会を毎月
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１回定例的に開催し、経営に関する重要事項の審議、

議決および取締役の業務執行状況の監督等を行う。

また、取締役会の意思決定の迅速化および業務執行

の監督機能強化を高めるため、月１回経営会議を開

催する。

⑤　当社企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

(イ)当社は、企業集団における業務の適正を確保す

るため、グループ行動基準と関係会社規程を定め、

これに沿って各社で諸規程を定め管理を行い、必

要に応じてモニタリングも行う。

(ロ)子会社が、当社からの指導内容が法令違反等コ

ンプライアンス上の問題があることを認めたとき

には、コンプライアンス統括部門または監査室に

報告する。この件は、直ちに監査役に通報し、監

査役は意見を述べて改善策の策定を求めることが

できる。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人の体制と当該使

用人の取締役からの独立の確保

(イ)当社は、現在監査役の職務を補助する使用人は

置いていないが、監査役会から求められた場合は、

監査役会と協議のうえ合理的な範囲で配置する。

(ロ)監査役の職務を補助する使用人の規程を設け、

任免・評価・賃金等は監査役会の同意がなければ

ならないとし、取締役からの独自性を確保する。

(ハ)監査役の職務を補助する使用人は、業務の執行

に係わる役職を兼務しないこととする。

⑦　取締役および使用人が監査役に報告するための体

制と監査役監査が実効的に行われることを確保す

る体制

(イ)取締役および使用人が、監査役に報告すべき事

項と時期を規程に定め実行する。
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監査役は、何時でも必要に応じて取締役会および

使用人に対して、報告を求めることができる。

(ロ)社内通報に関する規程を定め、適切に運用する

ことにより、監査役への適切な報告体制を確保す

る。

⑧　反社会的勢力の排除に向けた体制

(イ)暴力団・総会屋等の反社会的活動、不当な要求

等を請求する人物および団体等に対しては毅然と

した態度で臨み、一切の関係を遮断する。

(ロ)万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合には、

これに屈せず断固として拒否し、的確に対応する。

(ハ)反社会的勢力との関係を遮断するため、管理本

部ＩＲ管理部を統括対応部署として、組織的に対

応する。また、必要に応じて所轄警察署と連携を

図り、不測の事態に備える。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成21年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未 成 工 事 支 出 金

商品及び製品

仕 掛 品

材 料 貯 蔵 品

繰延税金資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産 

建物・構築物

機械・運搬具・工具器具備品

土 地

無形固定資産

ソフトウェア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,341,056

1,569,587

5,596,167

4,306,414

1,284,423

33,515

128,232

179,740

267,573

△24,597

4,958,051

4,193,563

1,535,474

560,531

2,097,557

130,438

109,543

20,744

150

634,049

293,963

15,000

411,835

△86,748

流 動 負 債 16,063,151

支払手形・工事未払金等 5,939,309

未 払 金 207,021

短 期 借 入 金 2,563,350
１年以内返済予定の
長 期 借 入 金

259,800

未払法人税等 36,251

未払消費税等 103,063

未成工事受入金 5,681,842

前 受 金 755,867

工事損失引当金 388,863

そ の 他 127,780

固 定 負 債 1,412,255

社 債 500,000

長 期 借 入 金 480,600

繰延税金負債 121,467

役員退職慰労引当金 44,230

負 の の れ ん 70,676

そ の 他 195,282

負 債 合 計 17,475,406

純 資 産 の 部

株 主 資 本 857,588

資 本 金 800,500

資本剰余金 163,806

利益剰余金 △5,687

自 己 株 式 △101,031

評価・換算差額等 △63,826

その他有価証券
評 価 差 額 金

△63,826

少数株主持分 29,940

純資産合計 823,701

資 産 合 計 18,299,108 負債・純資産合計 18,299,108

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －



2009/05/26 18:05:42 ／ 08538196_株式会社ビーアールホールディングス_招集

連 結 損 益 計 算 書

（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 22,227,871

売 上 原 価 20,079,248

売 上 総 利 益 2,148,622

販売費及び一般管理費 1,956,943

営 業 利 益 191,679

営 業 外 収 益 151,310

受 取 利 息 2,938

受 取 配 当 金 7,153

負 の の れ ん 償 却 額 89,587

そ の 他 51,630

営 業 外 費 用 186,851

支 払 利 息 88,123

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 200

工 事 保 証 料 22,400

コミットメントライン費用 33,544

タ ー ム ロ ー ン 費 用 22,398

そ の 他 20,183

経 常 利 益 156,138

特 別 利 益 120,846

固 定 資 産 売 却 益 80

過 年 度 工 事 利 益 120,765

特 別 損 失 123,015

固 定 資 産 売 却 損 207

固 定 資 産 除 却 損 58,717

投 資 有 価 証 券 売 却 損 17,721

投 資 有 価 証 券 評 価 損 28,152

災 害 損 失 556

合 併 関 連 費 用 17,660

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 153,968

法人税、住民税及び事業税 35,235

法 人 税 等 調 整 額 12,306

少 数 株 主 利 益 △7,220

当 期 純 利 益 113,647

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月31日　残高 800,500 163,806 △119,334 △95,309 749,662

連結会計年度中の変動額

当 期 純 利 益 113,647 113,647

自己株式の取得  △5,721 △5,721

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額(純額)

連結会計年度中
の 変 動 額 合 計

－ － 113,647 △5,721 107,925

平成21年３月31日　残高 800,500 163,806 △5,687 △101,031 857,588

評価・換算差額等

少数株主持分
純資産
合　計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

平成20年３月31日　残高 2,088 2,088 37,861 789,612

連結会計年度中の変動額

当 期 純 利 益 113,647

自己株式の取得 △5,721

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額(純額)

△65,915 △65,915 △7,920 △73,836

連結会計年度中
の 変 動 額 合 計

△65,915 △65,915 △7,920 34,089

平成21年３月31日　残高 △63,826 △63,826 29,940 823,701

　（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ８社

・主要な連結子会社の名称 極東興和株式会社

東日本コンクリート株式会社

(2) 連結の範囲の変更に関する事項

　当連結会計年度に連結子会社極東工業(株)と連結子会社興和コンク

リート(株)は、極東工業(株)を存続会社とする吸収合併(新会社名 極

東興和(株)）を行い、興和コンクリート(株)は解散いたしました。

(3) 持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない関連会社（東コン三谷セキサン㈱）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度の末日と一

致しております。

(5) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

・未成工事支出金、商品及び製品、

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

・材料貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方

法）

（会計方針の変更）

　棚卸資産の評価基準及び評価方法につきましては、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影

響はありません。
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

ただし、当社本館建物及び平成

10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物･構築物　　　　　 　２～50年

機械･運搬具･工具器具備品２～12年

ロ．無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

しております。なお、所有権移

転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る会計処理によっており

ます。

（会計方針の変更）　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。

（追加情報）　

　当社及び連結子会社の機械装置につきましは、従来、耐用年数を２年～

15年としておりましたが、当連結会計期間より６年～12年に変更しており

ます。これは、法人税法の改正を契機に耐用年数を見直したことによるも

のであります。

　これによる損益に与える影響額は軽微であります。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検

討して、回収不能見込額を計上

しております。

ロ．工事損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当連結会計年度末に

おける受注契約に係る損失見込

額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しており

ます。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、当連結会

計年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工

事の進捗の見積は原価比例法）

を、その他の工事については工

事完成基準を適用しておりま

す。

なお、工事進行基準による当連

結 会 計 年 度 完 成 工 事 高 は

14,652,515千円であります。

（会計方針の変更）

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金１億円以

上かつ工期１年超の工事については工事進行基準を、その他工事につ

いては工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適

用できることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計

基準等を適用し、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ております。また、「工事契約に関する会計基準」第25項に基づき、

平成20年４月１日時点で存在するすべての工事契約について同会計基

準を適用したことによる過年度の工事の進捗に見合う利益は、特別利

益に含めて計上しております。

－ 21 －



2009/05/26 18:05:42 ／ 08538196_株式会社ビーアールホールディングス_招集

　この変更に伴い、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は、23,029

千円、税金等調整前当期純利益は143,795千円、それぞれ増加しており

ます。

ロ．建設業施行規則（昭和24年建設省令第14号）に準じて連結計

算書類を作成しております。

ハ．消費税等の会計処理の方法 税抜方式によっております。

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採

用しております。

(7) 負ののれんの償却に関する事項

　３年間の均等償却を行っております。

(8) 連結貸借対照表の表示方法の変更

①前連結会計年度において、「その他棚卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「材料貯

蔵品」に区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「商品及び製品」「仕掛品」「材料貯蔵

品」は、それぞれ858,474千円、42,808千円、95,469千円でありま

す。

②「前受金」は、前連結会計年度まで、流動負債の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当連結会計年度において、金額の重要性が

増したため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「前受金」は168,384千円であります。

 

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　 7,823,264千円

　　（減損損失累計額含む）

(2) 担保に供している資産

投資有価証券 100,000千円

建物・構築物 1,431,541千円

機械・工具器具備品 99,433千円

土地 1,861,820千円

計 3,492,795千円

  上記有形固定資産のうち工場財団抵当に供している資産

建物・構築物 623,764千円

機械・工具器具備品 99,433千円

土地 1,207,886千円

計 1,931,083千円

  上記に対応する債務

長期借入金

（１年以内返済予定額を含む）

582,000千円

短期借入金 2,263,350千円

計 2,845,350千円
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(3)受取手形割引高 370,425千円

(4)損失の発生が見込まれる工事契約に係る商品及び製品、未成工事支出

金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失

の発生が見込まれる工事契約に係る商品及び製品、未成工事支出金の

うち、工事損失引当金に対応する額はそれぞれ5,667千円、2,453,741

千円であります。

(5)貸出コミットメント

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため(株)三菱東京

ＵＦＪ銀行等４行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりま

す。

　当連結会計年度における貸出コミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,560,000千円

借入実行残高 1,560,000千円

差引額 －千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年
度末の株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計年
度末の株式数

普 通 株 式 8,620千株 －千株 －千株 8,620千株

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類
前連結会計年
度末の株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計年
度末の株式数

普 通 株 式 291千株 92千株 －千株 384千株

　 （注）普通株式の自己株式の数の増加92千株は、取締役会決議による自

己株式の取得による増加86千株、単元未満株式の買取による増加

６千株であります。

 

４．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 96円38銭

(2) １株当たり当期純利益 13円66銭
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貸　借　対　照　表

（平成21年３月31日現在）
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 預 金

営業外受取手形

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

買 取 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産 

建 物

構 築 物

機 械 装 置

備 品

土 地

無形固定資産

ソフトウェア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

関係会社長期貸付金

そ の 他

1,433,887

449,248

3,527

505,576

112,711

356,898

6,491

△566

5,855,640

1,366,029

435,864

1,605

7,778

12,044

908,736

108,705

108,464

241

4,380,905

226,883

4,049,001

92,000

13,019

流 動 負 債 3,781,738

短 期 借 入 金 1,960,000

１年以内返済予定の
長 期 借 入 金

152,000

未 払 金 44,012

未 払 費 用 2,914

未払法人税等 1,855

預 り 金 1,612,068

前 受 収 益 535

そ の 他 8,351

固 定 負 債 930,411

社 債 500,000

長 期 借 入 金 342,000

長 期 未 払 金 80

長期預り保証金 88,331

負 債 合 計 4,712,149

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,643,829

資 本 金 2,500,000

資本剰余金 206,908

その他資本剰余金 206,908

利益剰余金 37,952

その他利益剰余金 37,952

繰越利益剰余金 37,952

自 己 株 式 △101,031

評価・換算差額等 △66,450

その他有価証券
評 価 差 額 金

△66,450

純資産合計 2,577,379

資 産 合 計 7,289,528 負債・純資産合計 7,289,528

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 539,431

受 取 配 当 金 94,760

経 営 管 理 収 入 259,527

完 成 工 事 高 1,580

不 動 産 賃 貸 収 入 183,564

営 業 費 用 393,976

完 成 工 事 原 価 1,540

不 動 産 賃 貸 原 価 70,003

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 322,432

営 業 利 益 145,455

営 業 外 収 益 27,285

受 取 利 息 19,049

受 取 配 当 金 5,082

そ の 他 3,152

営 業 外 費 用 118,254

支 払 利 息 70,817

社 債 利 息 7,353

コミットメントライン費用 2,544

タ ー ム ロ ー ン 費 用 22,398

そ の 他 15,140

経 常 利 益 54,486

特 別 損 失 15,548

固 定 資 産 除 却 損 6,354

投 資 有 価 証 券 売 却 損 7,217

関 係 会 社 合 併 関 連 費 用 1,975

税 引 前 当 期 純 利 益 38,938

法人税、住民税及び事業税 986

当 期 純 利 益 37,952

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

そ の 他
利益剰余金 利　益

剰余金
合　計繰越利益

剰 余 金

平成20年３
月31日残高

2,500,000 － 333,882 333,882 △126,973 △126,973 △95,309 2,611,599

当会計年度
中の変動額

  

準備金の処分 △126,973 △126,973 126,973 126,973 －

当 期 純 利 益 37,952 37,952 37,952

自己株式の取得  △5,721 △5,721

株主資本以外
の項目の連結
会計年度中の
変動額(純額)

当会計年度中
の変動額合計

－ － △126,973 △126,973 164,925 164,925 △5,721 32,230

平成21年３
月31日残高

2,500,000 － 206,908 206,908 37,952 37,952 △101,031 2,643,829

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計

平成20年３月31日残高 11,019 11,019 2,622,618

当会計年度中の変動額

準 備 金 の 処 分 －

当 期 純 利 益 37,952

自 己 株 式 の 取 得 △5,721

株主資本以外の項目の連結会計年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△77,469 △77,469 △77,469

当会計年度中の変動額合計 △77,469 △77,469 △45,239

平成21年３月31日残高 △66,450 △66,450 2,577,379

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

定率法

ただし、本館建物及び平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　建物　　　８～50年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウｴア 社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

③　リース資産　 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

しております。なお、所有権移

転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(会計方針の変更）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度

より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

　これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。

－ 27 －
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(3) 引当金の計上基準　

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検

討して、回収不能見込額を計上

しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

  (1) 有形固定資産の減価償却累計額 190,205千円

　(2) 担保に供してる資産  投資有価証券 100,000千円

　　　　　　　　　　　建物・構築物 437,470千円

　　　　　　　　　　　土　　　　地 851,736千円

　　　　　　　　　　　　　計 1,389,206千円

  　　上記に対応する債務   

　　　　　　　　　　　長期借入金

　　　　（１年以内返済予定額を含む）

494,000

 

千円

　　　　　　　　　　　短期借入金 1,620,000千円

　　　　　　　　　　　　　計 2,114,000千円

(3) 受取手形割引高　　　　　　  　  　　　　　  314,318千円

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 596,743千円

②　長期金銭債権 92,000千円

③　短期金銭債務 1,629,244千円

④　長期金銭債務 61,400千円

(5) 貸出コミットメント

　　運転資金の効率的な調達を行うため(株)三菱東京ＵＦＪ銀行等４行

と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

　　当事業年度における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,560,000千円

借入実行残高 1,560,000千円

差引額 －千円

－ 28 －
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３．損益計算書に関する注記

　　関係会社との取引高

①　営業収益 375,165千円

②　営業費用 85,158千円

③　営業取引以外の取引高 53,633千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式の数に関する事項

株式の種類
前事業年度
末の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末の株式数

普 通 株 式 291千株 92千株 －千株 384千株

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加92千株は、取締役会決議による自
己株式の取得による増加86千株、単元未満株式の買取による増加６千
株であります。

５．税効果会計に関する注記

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）   

 未払事業税 355 

 未払退職給付費用 126 

 その他 58 

 　　　　計 540 

繰延税金資産（固定）   

 関係会社株式評価損 249,535千円

 減損損失 7,234 

 その他有価証券評価差額 26,912 

 繰越欠損金 783,775 

 その他 297 

 　　　　小計 1,067,754 

 評価性引当額 △1,068,295 

       　合計 － 

    繰延税金資産合計 － 

    繰延税金資産の純額 － 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

となった主な項目別の内訳

　 法定実効税率 40.5％

（調整）   

 受取配当金等益金不算入 △53.6 

 還付法人税等 28.3 

 評価性引当額 △15.6 

 住民税等均等割額 2.5 

 その他 0.4 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.5 

－ 29 －
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６．関連当事者との取引に関する注記

 

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社 極東興和㈱

100
建設事業・製品販
売事業

100 兼務3名

経営指導及び
経営管理シス
テムのサービ
ス提供

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

経営指導コンサル
ティング契約、経
営管理サービス契
約、金銭消費貸借
契約及び事務所賃
貸契約
 
当社借入に対する
債務被保証

 
351,678

 
 
 
 
 
 

2,154,000

未 収 入 金 79,410

短 期 貸 付 金 102,000

未 払 金 1,216

預 り 金 1,430,510

長 期 貸 付 金 92,000

長期預り保証金 58,950

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
東日本コン
クリート㈱

100
建設事業・製品販
売事業

100 兼務2名

経営指導及び
経営管理シス
テムのサービ

ス提供

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

経営指導コンサル
ティング契約、経
営管理サービス契
約、金銭消費貸借
契約及び事務所賃
貸契約

24,300 未 収 入 金 9,035

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
㈱ 構 造
テ ク ノ

50 建設事業
100
(100)

－ －

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

－ － 未 収 入 金 6

－ 30 －
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属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社 極東テクノ㈱

90 建設事業 100 －

経営指導及び
経営管理シス
テムのサービ
ス提供

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

経営指導コンサル
ティング契約、経
営管理サービス契
約、金銭消費貸借
契約及び事務所賃
貸契約

1,624

未 収 入 金 150

預 り 金 106,672

長期預り保証金 2,250

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社 豊工業㈱

10 建設事業 100 －

経営指導及び
経営管理シス
テムのサービ
ス提供

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

経営指導コンサル
ティング契約、経
営管理サービス契
約及び金銭消費貸
借契約

1,573

未 収 入 金 359

預 り 金 2,135

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
キョクトウ
高 宮 ㈱

100 製品販売事業 100 －

経営指導及び
経営管理シス
テムのサービ
ス提供

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

経営指導コンサル
ティング契約、経
営管理サービス契
約、金銭消費貸借
契約及び土地、事
務所賃貸契約

23,706

未 収 入 金 2,002

短 期 貸 付 金 347,012

長期預り保証金 200

－ 31 －
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属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
ケイ・エヌ
情報システ
ム ㈱

50 情報システム事業 80 －
経営管理シス
テムの開発、
保守委託

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

当社の情報処理業
務、及びソフト開
発委託及び社宅賃
貸契約、経営管理
システムのサービ
ス提供

114,122

未 払 金 18,494

未 収 入 金 151

預 り 金 70,215

属 性
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
㈱ビーアー
ルインター
ナショナル

10
海外合弁会社への
出資

100
(40)

－ －

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

金銭消費貸借契約
及び事務所賃貸契
約

2,380

 
短 期 貸 付 金
 
未 収 入 金
 

 
56,564

 
52
 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

　経営指導コンサルタント料は、毎期各関連当事者の業績を勘案

しながら交渉の上、決定しております。当事業年度の経営指導コ

ンサルタント料は、売上高の0.3％を基本として徴集しております。

　金銭消費貸借契約による資金の貸付金、預り金の金利について

は、市場金利を勘案して決定しております。

　情報処理業務、ソフト開発委託及び事務所賃貸契約については、

一般顧客と同等の取引条件で決定しております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 312円96銭

(2) １株当たり当期純利益 4円56銭

－ 32 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成21年5月18日

株式会社ビーアールホールディングス

　　取　 締　 役　 会　　　　　　御中

監査法人　トーマツ

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 近 藤 　 敏 博 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 家 元 　 清 文 

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ビーアール

ホールディングスの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表

示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること

を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーアールホールディングス及び連

結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から工事契約

に関する会計基準が適用できることとなったため、この会計基準を適用し連結計

算書類を作成している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上

－ 33 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成21年5月18日

株式会社ビーアールホールディングス

　　取　 締　 役　 会　　　　　　御中

監査法人　トーマツ

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 近 藤 　 敏 博 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 家 元 　 清 文 

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ビー

アールホールディングスの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの

第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算

書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明

細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 34 －



2009/05/26 18:05:42 ／ 08538196_株式会社ビーアールホールディングス_招集

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

の第７期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し

た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監

査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査

の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める

とともに、取締役会その他重要な会議等に出席し、取締役及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお

いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務

の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会

決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係

る内部統制については、取締役等及び監査法人トーマツから当該内

部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び

情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附

属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を

実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び

その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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２．監査の結果

１）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社

の状況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定

款に違反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当である

と認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の

職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指

摘すべき事項は認められません。

２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

３）連結計算書類の監査結果

　監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成２１年５月２５日

株式会社ビーアールホールディングス　監査役会

常勤監査役 谷 浦 正 剛 

社外監査役 青 砥 　 悟 

社外監査役 小 田 清 和 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

　①「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための

社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律」（平成16年法律第88号）が2009年１月５日に

施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉

移行（いわゆる株券の電子化）されました。

これに伴い、当社の定款上、株券を発行する旨の

規定が廃止された者と法律上みなされております

が、改めて同規定を廃止するとともに、同制度実

施に伴い不要となった実質株主、実質株主名簿な

どの用語を削除するなど、所要の変更を行うもの

であります。

　②その他、上記変更に伴う条数の変更等を行うもの

であります。

２．変更の内容

　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 案

第８条（株券の発行） 　　　　　（削　除）

　当会社は、株式に係る株券を発行

する。

第９条（単元株式数および単元未満

株の不発行）

第８条（単元株式数）

　当会社の単元株式数は、1,000株と

する。

２．当会社は、前条の規定にかかわ

らず単元株式数に満たない株式

（以下「単元未満株式」とい

う。）に係る株券を発行しないこ

とができる。

　当会社の単元株式数は、1,000株と

する。

　　　　　（削　除）

第10条（単元未満株式の買増請求） 第９条（単元未満株式の買増請求）

　当会社の単元未満株式を有する株

主（実質株主を含む。以下同じ）

　当会社の単元未満株式を有する株

主は、その有する単元未満株式の数
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現 行 定 款 変 更 案

は、その有する単元未満株式の数と

併せて単元株式数となる数の株式を

売渡すことを当会社に請求（以下

「買増請求」という。）することが

できる。

　ただし、当会社が売渡すべき数の

自己株式を有しないときはこの限り

ではない。

と併せて単元株式数となる数の株式

を売渡すことを当会社に請求（以下

「買増請求」という。）することが

できる。

　ただし、当会社が売渡すべき数の

自己株式を有しないときはこの限り

ではない。

２．買増請求をすることができる時

期、請求の方法等については、取

締役会で定める株式取扱規程によ

る。

２．買増請求をすることができる

時期、請求の方法等については、

取締役会で定める株式取扱規程に

よる。

第11条（単元未満株主の権利制限）

　　　（条文省略）

第10条（単元未満株主の権利制限）

　　　（現行どおり）

第12条（株主名簿管理人） 第11条（株主名簿管理人）

　当会社は、株主名簿管理人を置く。　当会社は、株主名簿管理人を置く。

２．株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議に

よって選定し、公告する。

３．当会社の株主名簿（実質株主名

簿を含む。以下同じ。）、新株予

約権原簿および株券喪失登録簿の

作成ならびに備置きその他の株主

名簿、新株予約権原簿および株券

喪失登録簿に関する事務は、これ

を株主名簿管理人に委託し、当会

社においては取り扱わない。

２．株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議に

よって選定し、公告する。

３．当会社の株主名簿および新株予

約権原簿の作成ならびにこれらの

備置きその他の株主名簿および新

株予約権原簿に関する事務は、こ

れを株主名簿管理人に委託し、当

会社においては取り扱わない。

第13条～第45条（条文省略） 第12条～第44条（現行どおり）

　　　　　（新　設） 附則

　　　　　（新　設） 第１条

　　当会者の株券喪失登録簿は、株

主名簿管理人の事務取扱場所に備

え置き、株券喪失登録簿への記載

または記録に関する事務は株主名

簿管理人に取り扱わせ、当会社に

おいては取り扱わない。

　　　　　（新　設） 第２条

　　本附則第１条ないし本条は、平

成22年１月６日をもってこれを削

除する。
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第２号議案　取締役３名選任の件

　取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満

了となりますので、取締役３名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴および他の法人等の代表状況
所有する
当社の株式数

１
藤 田

(昭和25年

公 康

9月9日生)

昭和51年８月 大塚製薬㈱入社
昭和56年９月 極東工業㈱入社

取締役社長室長
昭和58年９月 同社常務取締役管理本

部長
昭和60年９月 同社代表取締役社長
平成５年９月 同社代表取締役会長
平成13年９月 同社代表取締役社長
平成14年９月 当社取締役
平成17年６月 当社代表取締役

（現在に至る）

709,750株

２
長谷部

(昭和25年

正 和

9月10日生)

昭和50年４月 建設省入省
平成５年４月 同省九州地方建設局福

岡国道工事事務所長
平成12年４月 同省中国地方建設局企

画部長
平成14年４月 (社)中国建設弘済会副

理事長
平成16年６月 極東工業㈱入社顧問
平成16年６月 同社取締役副社長
平成17年６月 同社代表取締役社長

（現在に至る）
平成17年６月 当社取締役

（現在に至る）

14,000株

３
土 屋

(昭和24年

英 治

5月8日生)

昭和48年３月 極東工業㈱入社
平成13年４月 同社広島支店工事部長
平成14年４月 同社広島支店副支店長
平成19年４月 同社技術本部副本部長

（現在に至る）
平成21年6月 同社取締役

（現在に至る）

13,000株

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　平成20年６月26日開催の第6回定時株主総会におい

て補欠監査役に選任された原田　冽氏および蝉川公司

氏の選任の効力は本総会が開催されるまでの間とされ

ておりますので、改めて補欠監査役２名の選任をお願

いいたしたいと存じます。なお、本議案につきまして

は監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴および他の法人等の代表状況
所有する
当社株式の数

１
原 田 　 冽

(昭和16年10月23日生)

平成12年４月 極東工業㈱入社
平成12年６月 同社取締役営業本部部長

15,000株

２
蝉 川 公 司

(昭和46年２月７日生)

平成９年10月 中央監査法人入所
平成14年１月 中央青山監査法人退職
平成14年６月 公認会計士独立開業

－株

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 　　 ２.蝉川公司氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。

３.補欠の社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての

職務を適切に遂行することができると判断する理由および

社外監査役との責任限定契約について

　　　 (1)補欠の社外監査役候補者とする理由について

蝉川公司氏は、長年の公認会計士として培われた知識を、当社社外監査

役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の

社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2)社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由につ

いて

蝉川公司氏は、直接、企業経営に関与された経験はありませんが、公認

会計士として企業財務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有し

ておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける

ものと判断しております。

　　　 (3)社外監査役との責任限定契約について

当社は、社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、定款にお

いて社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結できる旨定めております。これにより、蝉川公司氏が社

外監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で責任限

定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

①社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場

合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負

う。

②上記の責任限度が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となっ

た職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものと

する。

以　上
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平成 21年 6月 11日 
各 位 

会 社 名  株式会社ビーアールホールディングス 
                  代表者名  代表取締役社長 藤田 公康 
                  （コード番号  1726  東証 第二部） 
                  問合せ先  ＩＲ管理部長 天野 敏彦 
                  （ＴＥＬ 082-261-2860） 
 

招集通知記載事項の一部修正について 
 
 当社「第７回定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき点がございましたので、本

ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。 
 

記 
 
1．修正箇所  「個別注記表 ２．貸借対照表に関する注記（2）担保に供してる資産」 

（28ページ） 
＜修正前＞ 
上記に対応する債務 
           長期借入金          494,000千円 
      （１年以内返済予定額を含む） 

短期借入金         1,620,000千円 
  計           2,114,000千円 
 

＜修正後＞ 
上記に対応する債務 
           長期借入金          494,000千円 
      （１年以内返済予定額を含む） 

短期借入金         1,660,000千円 
  計           2,154,000千円 
 

※修正の箇所には を付して記載しております。 
 
 
 

以 上 




